
 

 

広島市告示第１７３号 

令和８年４月１日 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２の規定に基づき、広

島市医師会運営・安芸市民病院の診療費等に係る未収金の収納事務を次のとお

り委託したので、同条第２項の規定により告示します。 

 

                        広島市長 松井 一實 

 

１ 指定公金事務取扱者の名称、代表者の氏名及び住所又は事業所の所在地 

 （１）名称 弁護士法人 エジソン法律事務所 

 （２）代表者の氏名 弁護士 大達 一賢 

 （３）住所又は事業所の所在地 

東京都千代田区神田錦町一丁目８番１１号 錦町ビルディング４F・８F 

  

２ 指定公金事務取扱者の指定をした日 

令和８年４月１日 

 

３ 指定公金事務取扱者に公金事務を委託した期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 


